


243

第III章 第IV章 第V章 第VI章序章 第I章 第II章

今後のまちづくりの
課題と展望

VI 今後のまちづくりの課題と展望

第
VI
章
　
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
課
題
と
展
望

本計画は、対象領域の限定された「都市計画」、すなわち「市街地の整備計画」である
ことを超えて、総合的な、人々の暮らしを具現化する日野市のさまざまな場所を規定す
る計画となっています。
しかしながら、実現していくためには、国や東京都との関係や法制度上の問題などから、

まだまだ課題が残されています。
そこで、本計画を実現していくための３つの課題と展望を次に示し、一歩一歩、取り

組んでいきます。

1. まちづくりマスタープランを「動かす」日野市独自のまちづくり条例を検討していきます

1）特別用途地区や地区計画を活用したまちづくりを進めるためのルールづくり

本計画は、総勢100名を超える市民の方々と

の約４年間の協働作業により、策定されました。

このたくさんの市民の方々の思いを実現して

いくためには、自治体独自のまちづくりを進め

ていく必要があります。

そこで、これから自治体独自の土地利用規制

が定められる特別用途地区や地区計画を活用し

ながらまちづくりを進めていきます。

2）きめ細かなまちづくりの基準に基づいた良好な開発を誘導するためのルールづくり

本計画を策定するにあたって「もっと詳細に、

具体的に定めるべきである」という市民の方々

からの意見がありました。

しかしながら、社会情勢の変化が激しい中、

計画策定の段階で、将来の日野の姿を数値など

により、詳細に定め、基準化することの是非が

問われました。

また、すべてを事前に基準化しようとすると、

あってもなくても同様の緩いルールしか定める

ことしかできないという課題も存在しました。

そこで、本計画では、数値などを詳細に定め

るのではなく、市民の方々が考える将来の暮ら

しの姿をきめ細かに描いていくこととしました。

そして、今後、本計画に定められた将来像に

もとづき、日野市全域のまちづくりの基準を定

めるとともに、地域の特性に合わせた、きめ細

かなまちづくりの基準についても定めていきま

す。

このまちづくりの基準が具体の数値目標であ

る場合には、その基準から逸脱も許容するよう

な柔軟な仕組みとする必要があります。

3）さまざまなまちづくりを評価・点検するためのルールづくり

まちづくりマスタープランは、日野市のまち

づくりを進めていくための羅針盤となります。

また、これにより、日野市は都市経営を進めて

いくこととなります。そのため、市民からの要

請や社会・経済情勢等の大きな変化に対応した

軌道修正が必要となってきます。

軌道修正は、計画及び事業の期間終了後に成

果と計画とのズレを点検し、見直すのではなく、

計画及び事業の途中段階で、常に目標とのズレ

がないかを点検し、目標に近づけるための微修

正を実施していくことが効果的です。
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2. 充実した市民参画ができる仕組みを確立します
計画づくりや個別具体のまちづくりにおいて

の市民参画は重要であり、日野市においても、

数多くの市民参画によるまちづくりが進められ

ています。

しかしながら、問題は市民参画の内実です。

予算や人材も限られている中で、どのようにし

てその内実を充実させるかがこれからの課題と

なっています。

そこで大量の人的サポートを必要とせず、少

数の専門的スタッフと参画する市民が、自分た

このため、常に計画・事業を評価し、点検で

きる「まちづくりのマネージメントシステム」

を構築していきます。

また、職員一人ひとりが、自己判断によって

自動的かつ円滑に進めることができるようなプ

ロセスとする必要があります。

ちの力でその過程を充実化する方法を確立する

必要があります。

この課題は、手続き的な市民参画の条例を制

定するだけでは解決することができません。

たくさんの日野市に眠る人的資源の発掘・育

成や、市民活動団体やＮＰＯ、専門家・行政と

のパートナーシップのあり方、市職員の育成な

ど課題は多岐にわたります。

このような市民参画の内実を充実化させる視

点で、その仕組みづくりを進めていきます。

3.「記憶と文化を伝えること」「暮らしの舞台を支えること」「仕事を育むこと」の３つの視点で都市計画を運用していきます

本計画においても、まちづくりは経済、雇用

の促進に寄与することが必要であることは述べ

ましたが、それが主目的ではありません。

都市計画は景気調整や不動産市場操作の道具

にはならないことを、ここでもう一度述べてお

きます。日野市の、都市計画の運用は、① 記

憶と文化を伝えること　② 暮らしの舞台を支

えること　③ 仕事を育むことの３つの視点が

目的となります。

都市計画の規制や緩和、さまざまなまちづく

り事業の実施は、この３つの目的に照らし、運

用していくこととします。

また、この３つの目的を達成することができ

るのは、最も市民に身近な行政サービスを提供

できる基礎自治体である考えます。

国は一律的に建築基準法を緩和していく方針

ですが、どこに、どのような指定水準を適用す

るかは基礎自治体の都市計画に委ねていくべき

だと考えます。

そのため、都市計画について分権を徹底し、

自治体の自由度を高める制度改正を進めていく

よう国や東京都に働きかけていきます。




